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決定の取消しを求める部
分

内容

本件企画提案書(甲３，乙３） 　Ｐ１が本件入札の際資源エ
ネルギー庁に提出した提案
書である。目次部分（１頁），
「１．事業の目的，内容及び
実施方法」，「２．事業実施計
画」，「３．事業実施体制」，
「４．添付資料」，「５．担当者
連絡先」及び「６．参考資料」
（２頁から１０１頁まで）により
構成されている。

「１．事業の目的，内容及び実施方法」に
係る部分（２頁から４１頁まで）
　①事業の背景，②事業のゴールと検討
フロー，③事前検討結果を踏まえたＰ１
の基本方針まとめ，④今回の事業でのス
テップと運営体制のまとめ，⑤事業内
容，⑥具体的対策案で構成されている。

① 事業の背景（３頁） 　Ｐ１が認識する本件事業に係る背景事情，これを踏ま
えた本件事業に係る計画立案に係る注意点，同社が
同計画を立案した方法のうち強調したい点が記載され
ている。

②事業のゴールと検討フ
ロー（４頁）

　Ｐ１が本件事業の計画立案に際し，本件事業によっ
て達成すべきと考えた目標と，これを踏まえて本件事
業の計画を立案するために行った事前検討作業の流
れの概要が記載されている。

③事前検討結果を踏まえ
たＰ１の基本方針まとめ
（５頁）

　上記②の事前検討作業によってＰ１が取りまとめた本
件事業の計画に係る基本方針が記載されている。

④今回の事業でのステッ
プと運営体制のまとめ（６
頁）

　本件事業で行う作業等を作業順に分類し，各作業等
の役割分担（担当組織，委託先等）の概要及び役割分
担の趣旨を記載している。

⑤事業内容（８頁から１９
頁まで）

　Ｐ１が計画している本件事業の具体的な内容が記載
されている。より正確に述べれば，上記②の事前検討
によって判明した，ツイッター，ブログなどインターネット
上に掲載される原子力等に関する情報の性質，傾向，
特徴，問題等を具体例を挙げつつ説明し，これらを踏
まえ，ⅰ当該情報のうち不正確情報の収集・把握の具
体的な方法（Ｐ１独自の手法を含む。）について，当該
方法が必要・有効である理由，これによらない場合の
問題点等も含めて説明し，ⅱ不正確情報に対して速や
かに正確な情報を提供し，又は正確な情報へ導くこと
で，原子力発電所の事故等に対する風評被害を防止
するための具体的な方法についても，本件事業の実施
過程で起こり得る問題を表などを使用してまとめ，これ
を防止するための具体的な対策及び事業実施体制
を，各業務段階ごとにまとめたり，全体像をまとめるな
どしつつ，説明している。

⑥具体的対策案（ただし
別紙５記載の部分を除
く。）

　上記⑤で説明した事業内容について，各作業段階
（不正確情報収集，正確性判断，クエスチョン作成，ア
ンサー作成，アンサーの正確性チェック，Ｑ＆Ａサイト
構築・更新，Ｔｗｅｅｔによる周知，Ｑ＆Ａサイト活用，ＰＤ
ＣＡ定期実施）ごとに，個別に具体的な作業内容，手
法，役割，報告書の書式，作業にかかる期間，作業の
際の着目点，担当組織・体制などが具体的かつ詳細に
記載されている。例えば，実際の作業内容・成果のイ
メージとして，上記②の事前検討によって収集された情
報，当該時点で考えられるクエスチョンやアンサーの
例，Ｑ＆Ａの周知の方法，風評被害防止等のためにＱ
＆Ａサイトをより有効活用する具体策などについても記
載されている。

「２．事業実施計画」に係る部分（４３頁及
び４４頁）
　事業全体スケジュールに関する部分（４
３頁）と通常運営作業段階での基本とな
る対応スケジュール（４４頁）に関する部
分から構成されている。

同左 　事業全体スケジュールに関する部分（４３頁）のうち不
開示部分には，本件事業の実施対象とされている特定
の時期に，具体的にどのような作業を行うのかが示さ
れている。
　　また，通常運営作業段階での基本となる対応スケ
ジュールに関する部分（４４頁）のうち不開示部分に
は，不正確情報が抽出された場合に，当該情報をどの
ように分析し，その結果に応じてどのように対応するの
かといった情報がフローチャート図を用いて示されてい
る。

本件委託契約書（甲７） 　本件委託契約書及びその
別紙である。

本件支出計画書（別紙１の別添）及び本
件履行体制図（別紙２）の一部

本件支出計画書のうち
「事業費」の金額及び積算
内訳の部分

　本件事業にかかる事業費について，具体的な内訳ご
との金額の見積りが記載されている。

本件履行体制図のうち契
約金額及び業務の範囲の
部分

　本件事業における一部の外注予定先の事業者につ
いての契約金額及び発注業務の範囲が記載されてい
る。

本件フロー確認資料（甲８） 　Ｐ１が，本件事業の提案に
当たって，資源エネルギー庁
と本件事業についての打合
せをした際に同庁に提出した
本件事業における各作業の
概要をまとめた資料である。

１丁目及び２丁目の一部 同左 　本件事業においてＰ１が使用するノウハウ，システム
の内容，外注先の名称，運営組織体制及び予定してい
る業務のうち特筆すべき点が記載されている。

本件実績報告書（甲１０） 　Ｐ１が，本件事業の終了に
際して，その実績結果をまと
めて資源エネルギー庁に報
告した文書である。

１丁目から５丁目までの一部 本件委託業務経費（５丁）
のうち「事業費」の積算内
訳

　Ｐ１による本件事業の終了に際し，実際に本件事業
に要した経費及び支出のうち，事業費の内訳の具体的
な金額が記載されている。

別紙６
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